
不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：都市整備部建築課 №001 

処   分   名 違反建築物に対する除却等の命令 

処 分 の 概 要  

建築物又は建築物の敷地が建築基準法令の規定又は建築基準法の規定

に基づく許可に付した条件に違反している場合、それに対する違反是正

のための措置です。 

命令の内容は、建築物に対しては工事の施工の停止、除却、移転、改

築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限等その違反の是正のため

に必要な措置を講じさせることであり、建築物の敷地に対しては、工事

の施工の停止、使用制限、盛土の施工、排水施設の設置等その違反の是

正のために必要な措置を講じさせることができます。 

根拠法令等・条項 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 9 条第 1 項 

処 分 基 準  

命令する措置の内容は工事の内容により判断され、具体的かつ画一的

に基準を定めることが困難であるため、設定することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 （最終改正：平成２６年４月１日） 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■建築基準法 

（違 反 建 築 物 に対 する措 置 ） 

第 九 条  特 定 行 政 庁 は、建 築 基 準 法 令 の規 定 又 はこの法 律 の規

定 に基 づく許 可 に付 した条 件 に違 反 した建 築 物 又 は建 築 物 の敷

地 については、当 該 建 築 物 の建 築 主 、当 該 建 築 物 に関 する工 事

の請 負 人 （請 負 工 事 の下 請 人 を含 む。）若 しくは現 場 管 理 者 又 は

当 該 建 築 物 若 しくは建 築 物 の敷 地 の所 有 者 、管 理 者 若 しくは占

有 者 に対 して、当 該 工 事 の施 工 の停 止 を命 じ、又 は、相 当 の猶 予

期 限 を付 けて、当 該 建 築 物 の除 却 、移 転 、改 築 、増 築 、修 繕 、

模 様 替 、使 用 禁 止 、使 用 制 限 その他 これらの規 定 又 は条 件 に対

する違 反 を是 正 するために必 要 な措 置 をとることを命 ずることがで

きる。 

２～15 省 略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：都市整備部建築課 №002 

処   分   名 違反建築物に対する緊急の使用禁止等の仮命令 

処 分 の 概 要  

建築物又は建築物の敷地が建築基準法令の規定又は建築基準法の規定

に基づく許可に付した条件に違反している場合、それに対する違反是正

のための措置で、緊急の必要がある場合（時宜を失してしまうおそれが

ある場合）には、措置内容等を記載した通知書の事前の交付、公開によ

る意見聴取等の手続（建築基準法第 9 条第 2 項から第 6 項までに定める

手続）を経ないで命令することができます。 

根拠法令等・条項 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 9 条第 7 項 

処 分 基 準  

命令する措置の内容は、工事の内容により判断されるため、具体的か

つ画一的に基準を定めることが困難であるため示すことはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 （最終改正：平成２６年４月１日） 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■建築基準法 

（違 反 建 築 物 に対 する措 置 ） 

第 九 条  1～6 省 略  

７ 特 定 行 政 庁 は、緊 急 の必 要 がある場 合 においては、前 五 項 の規

定 にかかわらず、これらに定 める手 続 によらないで、仮 に、使 用 禁

止 又 は使 用 制 限 の命 令 をすることができる。 

８～15 省 略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：都市整備部建築課 №003 

処   分   名 工事中の違反建築物に対する緊急の施行停止等の命令 

処 分 の 概 要  

建築物又は建築物の敷地が建築基準法令の規定又は建築基準法の規定

に基づく許可に付した条件に違反している場合、それに対する違反是正

のための措置で、緊急の必要がある場合で、定める手続きを経て工事の

施工の停止を命じていたのでは、その実効性を確保できないほどに時間

的余裕がない場合に本項の規定の適用し命令することができます。 

根拠法令等・条項 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 9 条第 10 項 

処 分 基 準  

命令する措置の内容は工事の内容により判断され、具体的かつ画一的

に基準を定めることが困難であるため、設定することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 （最終改正：平成２６年４月１日） 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■建築基準法 

（違 反 建 築 物 に対 する措 置 ） 

第 九 条  1～9 省 略  

１０ 特 定 行 政 庁 は、建 築 基 準 法 令 の規 定 又 はこの法 律 の規 定 に

基 づく許 可 に付 した条 件 に違 反 することが明 らかな建 築 、修 繕 又

は模 様 替 の工 事 中 の建 築 物 については、緊 急 の必 要 があって第

二 項 から第 六 項 までに定 める手 続 によることができない場 合 に限

り、これらの手 続 によらないで、当 該 建 築 物 の建 築 主 又 は当 該 工

事 の請 負 人 （請 負 工 事 の下 請 人 を含 む。）若 しくは現 場 管 理 者 に

対 して、当 該 工 事 の施 工 の停 止 を命 ずることができる。この場 合 に

おいて、これらの者 が当 該 工 事 の現 場 にいないときは、当 該 工 事 に

従 事 する者 に対 して、当 該 工 事 に係 る作 業 の停 止 を命 ずることが

できる。 

１１～15 省 略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：都市整備部建築課 №004 

処   分   名 保安上危険となる特殊建築物に対する除却等の勧告 

処 分 の 概 要  

建築物の敷地、構造又は建築設備が、「そのまま放置すれば将来的に

著しく保安上危険又は衛生上有害となるおそれがあるもの」について、

これらの危険性や有害性を排除するために必要な措置を講ずることがで

きることを定めたものです。潜在的に危険や害の程度が高い既存不適格

建築物について、保安上・衛生上の危険や害の程度が「著しく」なる前

に特定行政庁が予防的に措置を行うための勧告です。 

根拠法令等・条項 
建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 10 条第 1 項 

建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号）第 14 条の 2 

処 分 基 準  

命令する措置の内容は工事の内容により判断され、具体的かつ画一的

に基準を定めることが困難であるため、設定することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 （最終改正：令和２年４月１日） 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■建築基準法 

（著 しく保 安 上 危 険 な建 築 物 等 の所 有 者 等 に対 する勧 告 及 び命

令 ） 

第 十 条  特 定 行 政 庁 は、第 六 条 第 一 項 第 一 号 に掲 げる建 築 物 そ

の他 政 令 で定 める建 築 物 の敷 地 、構 造 又 は建 築 設 備 （いずれも

第 三 条 第 二 項 の規 定 により次 章 の規 定 又 はこれに基 づく命 令 若

しくは条 例 の規 定 の適 用 を受 けないものに限 る。）について、損 傷 、

腐 食 その他 の劣 化 が進 み、そのまま放 置 すれば著 しく保 安 上 危 険

となり、又 は著 しく衛 生 上 有 害 となるおそれがあると認 める場 合 にお

いては、当 該 建 築 物 又 はその敷 地 の所 有 者 、管 理 者 又 は占 有 者

に対 して、相 当 の猶 予 期 限 を付 けて、当 該 建 築 物 の除 却 、移 転 、

改 築 、増 築 、修 繕 、模 様 替 、使 用 中 止 、使 用 制 限 その他 保 安 上

又 は衛 生 上 必 要 な措 置 をとることを勧 告 することができる。 

２～４ 省 略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：都市整備部建築課 №005 

処   分   名 保安上危険となる特殊建築物等に対する勧告措置の命令 

処 分 の 概 要  

建築物の敷地、構造又は建築設備が、「そのまま放置すれば将来的に

著しく保安上危険又は衛生上有害となるおそれがあるもの」について、

これらの危険性や有害性を排除するために必要な措置を講ずることがで

きることを定めたものです。潜在的に危険や害の程度が高い既存不適格

建築物について、保安上・衛生上の危険や害の程度が「著しく」なる前

に特定行政庁が予防的に措置を行うための勧告を受けた建築物の所有者

等がなんらの措置もとらなかった場合に是正のための命令をするもので

す。 

根拠法令等・条項 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 10 条第 2 項 

処 分 基 準  

命令する措置の内容は工事の内容により判断され、具体的かつ画一的

に基準を定めることが困難であるため、設定することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 （最終改正：令和２年４月１日） 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■建築基準法 

（ 著 し く 保 安 上 危 険 な 建 築 物 等 の 所 有 者 等 に 対 す る 勧 告 及 び

命 令 ）  

第 十 条  １  省 略  

２  特 定 行 政 庁 は 、 前 項 の 勧 告 を 受 け た 者 が 正 当 な 理 由 が な

く て そ の 勧 告 に 係 る 措 置 を と ら な か っ た 場 合 に お い て 、 特

に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 そ の 者 に 対 し 、 相 当 の 猶 予

期 限 を 付 け て 、 そ の 勧 告 に 係 る 措 置 を と る こ と を 命 ず る こ

と が で き る 。  

３ ～ ４  省 略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：都市整備部建築課 №006 

処   分   名 保安上危険な建築物に対する除却等の命令 

処 分 の 概 要  

建築物の敷地、構造又は建築設備が、「既に著しく保安上危険又は衛

生上有害となるおそれがあるもの」について、これらの危険性や有害性

を排除するために必要な措置を講ずることができることを定めたもので

す。実体上は法令が定まる技術的基準に適合しておらず危険や害の程度

が高い既存不適格建築物がそのまま放置されるおそれがあり、こうした

事態を防ぐために「著しく」危険や害のある状態に陥っている建築物を

対象とした命令です。 

根拠法令等・条項 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 10 条第 3 項 

処 分 基 準  

命令する措置の内容は工事の内容により判断され、具体的かつ画一的

に基準を定めることが困難であるため、設定することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 （最終改正：令和２年４月１日） 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■建築基準法 

（ 著 し く 保 安 上 危 険 な 建 築 物 等 の 所 有 者 等 に 対 す る 勧 告 及 び

命 令 ）  

第 十 条  １ ～ ２  省 略  

３  前 項 の 規 定 に よ る 場 合 の ほ か 、 特 定 行 政 庁 は 、 建 築 物 の

敷 地 、 構 造 又 は 建 築 設 備 （ い ず れ も 第 三 条 第 二 項 の 規 定 に

よ り 次 章 の 規 定 又 は こ れ に 基 づ く 命 令 若 し く は 条 例 の 規 定

の 適 用 を 受 け な い も の に 限 る 。 ） が 著 し く 保 安 上 危 険 で あ

り 、又 は 著 し く 衛 生 上 有 害 で あ る と 認 め る 場 合 に お い て は 、

当 該 建 築 物 又 は そ の 敷 地 の 所 有 者 、 管 理 者 又 は 占 有 者 に 対

し て 、相 当 の 猶 予 期 限 を 付 け て 、当 該 建 築 物 の 除 却 、移 転 、

改 築 、 増 築 、 修 繕 、 模 様 替 、 使 用 禁 止 、 使 用 制 限 そ の 他 保

安 上 又 は 衛 生 上 必 要 な 措 置 を と る こ と を 命 ず る こ と が で き

る 。  

４  省 略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：都市整備部建築課 №007 

処   分   名 集団規定に適合しない既存不適格建築物に対する除却等の命令 

処 分 の 概 要  

 都市計画関係の規定の適用が除外されている既存不適格建築物に対す

る是正措置を定めたもので、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途が、

法第 3 条第 2 項の規定により法第 3 章の規定又は同章の規定に基づく命

令若しくは条例の規定（いわゆる「集団規定」）の適用を受けないが、法

令上はこれらの規定に違反するとは言えないものの、特定行政庁が公益

上著しく支障があると認める場合で、かつ、春日部市議会の同意を得た

場合、既存不適格建築物に対する除却等の命令ができるものです。 

根拠法令等・条項 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 11 条第 1 項 

処 分 基 準  

命令する措置の内容は工事の内容により判断され、具体的かつ画一的

に基準を定めることが困難であるため、設定することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 （最終改正：平成２６年４月１日） 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■建築基準法 

（ 第 三 章 の 規 定 に 適 合 し な い 建 築 物 に 対 す る 措 置 ）  

第 十 一 条  特 定 行 政 庁 は 、 建 築 物 の 敷 地 、 構 造 、 建 築 設 備 又

は 用 途 （ い ず れ も 第 三 条 第 二 項 （ 第 八 十 六 条 の 九 第 一 項 に

お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 第 三 章 の 規 定

又 は こ れ に 基 づ く 命 令 若 し く は 条 例 の 規 定 の 適 用 を 受 け な

い も の に 限 る 。 ） が 公 益 上 著 し く 支 障 が あ る と 認 め る 場 合

に お い て は 、 当 該 建 築 物 の 所 在 地 の 市 町 村 の 議 会 の 同 意 を

得 た 場 合 に 限 り 、 当 該 建 築 物 の 所 有 者 、 管 理 者 又 は 占 有 者

に 対 し て 、 相 当 の 猶 予 期 限 を 付 け て 、 当 該 建 築 物 の 除 却 、

移 転 、 修 繕 、 模 様 替 、 使 用 禁 止 又 は 使 用 制 限 を 命 ず る こ と

が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 当 該 建 築 物 の 所 在 地 の 市

町 村 は 、 当 該 命 令 に 基 づ く 措 置 に よ っ て 通 常 生 ず べ き 損 害

を 時 価 に よ っ て 補 償 し な け れ ば な ら な い 。  

２  省 略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：都市整備部建築課 №008 

処   分   名 私道の変更又は廃止の制限 

処 分 の 概 要  

私道の変更又は廃止によってその道路に接する敷地が法第 43 条の接

道義務に抵触することとなる場合は、特定行政庁は、法 9 条に基づく一

般の違反是正命令に準じた手続きで私道の変更又は廃止を禁止し、又は

制限することができます。 

根拠法令等・条項 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 45 条第 1 項 

処 分 基 準  

命令する措置の内容は工事の内容により判断され、具体的かつ画一的

に基準を定めることが困難であるため、設定することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 （最終改正：令和２年４月１日） 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■建築基準法 

（ 私 道 の 変 更 又 は 廃 止 の 制 限 ）  

第 四 十 五 条  私 道 の 変 更 又 は 廃 止 に よ つ て 、 そ の 道 路 に 接 す

る 敷 地 が 第 四 十 三 条 第 一 項 の 規 定 又 は 同 条 第 三 項 の 規 定 に

基 づ く 条 例 の 規 定 に 抵 触 す る こ と と な る 場 合 に お い て は 、

特 定 行 政 庁 は 、 そ の 私 道 の 変 更 又 は 廃 止 を 禁 止 し 、 又 は 制

限 す る こ と が で き る 。  

２  省 略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：都市整備部建築課 №009 

処   分   名 
既存の一の建築物について二以上の工事の全体計画の工事に対する 

改善の命令 

処 分 の 概 要  

特定行政庁は、認定計画に従って工事を行っていないと認めるときは、

認定を受けた建築主に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措

置をとるべきことを命ずるための改善命令です。 

根拠法令等・条項 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 86 条の 8 第 5 項 

処 分 基 準  

命令する措置の内容は工事の内容により判断され、具体的かつ画一的

に基準を定めることが困難であるため、設定することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 （最終改正：平成２６年４月１日） 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■建築基準法 

（ 既 存 の 一 の 建 築 物 に つ い て 二 以 上 の 工 事 に 分 け て 工 事 を 行

う 場 合 の 制 限 の 緩 和 ）  

第 八 十 六 条 の 八  １ ～ ４  省 略  

５  特 定 行 政 庁 は 、 認 定 建 築 主 が 第 一 項 の 認 定 を 受 け た 全 体

計 画 に 従 っ て 工 事 を 行 っ て い な い と 認 め る と き は 、 当 該 認

定 建 築 主 に 対 し 、 相 当 の 猶 予 期 限 を 付 け て 、 そ の 改 善 に 必

要 な 措 置 を と る べ き こ と を 命 ず る こ と が で き る 。  

６  省 略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：都市整備部建築課 №010 

処   分   名 既存の一の建築物について二以上の工事の全体計画の認定の取消し 

処 分 の 概 要  
認定を受けた者が改善命令に違反したときは、計画の認定を取り消す

ことができるものです。 

根拠法令等・条項 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 86 条の 8 第 6 項 

処 分 基 準  

命令する措置の内容は工事の内容により判断され、具体的かつ画一的

に基準を定めることが困難であるため、設定することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 （最終改正：平成２６年４月１日） 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■建築基準法 

（ 既 存 の 一 の 建 築 物 に つ い て 二 以 上 の 工 事 に 分 け て 工 事 を 行

う 場 合 の 制 限 の 緩 和 ）  

第 八 十 六 条 の 八  第 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り こ の 法 律 又 は

こ れ に 基 づ く 命 令 若 し く は 条 例 の 規 定 の 適 用 を 受 け な い 一

の 建 築 物 に つ い て 二 以 上 の 工 事 に 分 け て 増 築 等 を 含 む 工 事

を 行 う 場 合 に お い て 、 特 定 行 政 庁 が 当 該 二 以 上 の 工 事 の 全

体 計 画 が 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る と 認 め た と き に お け る

同 項 及 び 同 条 第 三 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 二 項

中「 建 築 、修 繕 若 し く は 模 様 替 の 工 事 中 の 」と あ る の は「 第

八 十 六 条 の 八 第 一 項 の 認 定 を 受 け た 全 体 計 画 に 係 る 二 以 上

の 工 事 の 工 事 中 若 し く は こ れ ら の 工 事 の 間 の 」 と 、 同 条 第

三 項 中 「 適 用 し な い 」 と あ る の は 「 適 用 し な い 。 た だ し 、

第 三 号 又 は 第 四 号 に 該 当 す る も の に あ っ て は 、 第 八 十 六 条

の 八 第 一 項 の 認 定 を 受 け た 全 体 計 画 に 係 る 二 以 上 の 工 事 の

う ち 最 後 の 工 事 に 着 手 す る ま で は 、 こ の 限 り で な い 」 と 、

同 項 第 三 号 中 「 工 事 」 と あ る の は 「 最 初 の 工 事 」 と 、 「 増

築 、 改 築 、 大 規 模 の 修 繕 又 は 大 規 模 の 模 様 替 」 と あ る の は

「 第 八 十 六 条 の 八 第 一 項 の 認 定 を 受 け た 全 体 計 画 に 係 る 二

以 上 の 工 事 」 と す る 。  

一  一 の 建 築 物 の 増 築 等 を 含 む 工 事 を 二 以 上 の 工 事 に 分 け て

行 う こ と が 当 該 建 築 物 の 利 用 状 況 そ の 他 の 事 情 に よ り や む

を 得 な い も の で あ る こ と 。  

二  全 体 計 画 に 係 る す べ て の 工 事 の 完 了 後 に お い て 、 当 該 全

体 計 画 に 係 る 建 築 物 及 び 建 築 物 の 敷 地 が 建 築 基 準 法 令 の 規

定 に 適 合 す る こ と と な る こ と 。  

三  全 体 計 画 に 係 る い ず れ の 工 事 の 完 了 後 に お い て も 、 当 該

全 体 計 画 に 係 る 建 築 物 及 び 建 築 物 の 敷 地 に つ い て 、 交 通 上

の 支 障 、 安 全 上 、 防 火 上 及 び 避 難 上 の 危 険 性 並 び に 衛 生 上

及 び 市 街 地 の 環 境 の 保 全 上 の 有 害 性 が 増 大 し な い も の で あ

る こ と 。  

２  前 項 の 認 定 の 申 請 の 手 続 そ の 他 当 該 認 定 に 関 し 必 要 な 事

項 は 、 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 。  

３  第 一 項 の 認 定 を 受 け た 全 体 計 画 に 係 る 工 事 の 建 築 主 （ 以

下 こ の 条 に お い て 「 認 定 建 築 主 」 と い う 。 ） は 、 当 該 認 定

を 受 け た 全 体 計 画 の 変 更 （ 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 軽 微 な 変

更 を 除 く 。 ） を し よ う と す る と き は 、 特 定 行 政 庁 の 認 定 を

受 け な け れ ば な ら な い 。 前 二 項 の 規 定 は 、 こ の 場 合 に 準 用

す る 。  

４  特 定 行 政 庁 は 、 認 定 建 築 主 に 対 し 、 第 一 項 の 認 定 を 受 け

た 全 体 計 画（ 前 項 の 規 定 に よ る 変 更 の 認 定 が あ つ た と き は 、 



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

そ の 変 更 後 の も の 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） に 係 る 工 事 の 状 況

に つ い て 報 告 を 求 め る こ と が で き る 。  

５  特 定 行 政 庁 は 、 認 定 建 築 主 が 第 一 項 の 認 定 を 受 け た 全 体

計 画 に 従 っ て 工 事 を 行 っ て い な い と 認 め る と き は 、 当 該 認

定 建 築 主 に 対 し 、 相 当 の 猶 予 期 限 を 付 け て 、 そ の 改 善 に 必

要 な 措 置 を と る べ き こ と を 命 ず る こ と が で き る 。  

６  特 定 行 政 庁 は 、 認 定 建 築 主 が 前 項 の 命 令 に 違 反 し た と き

は 、 第 一 項 又 は 第 三 項 の 認 定 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：都市整備部建築課 №011 

処   分   名 建築設備の工事現場の危害防止に関わる除却等の命令 

処 分 の 概 要  

建築物の建築、修繕、模様替又は、除却のための工事の施工者が危害

防止上しなければならない措置を講じなかった場合、工事の請負人若し

くは現場管理者等に対して使用禁止、使用制限その他必要な措置をとる

ことを命ずることができます。 

命令の内容は、建築物に対しては工事の施工の停止、除却、移転、改

築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限等その違反の是正のため

に必要な措置を講じさせることであり、建築物の敷地に対しては、工事

の施工の停止、使用制限、盛土の施工、排水施設の設置等その違反の是

正のために必要な措置を講じさせることができます。 

根拠法令等・条項 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 87 条の 4 

処 分 基 準  

命令する措置の内容は工事の内容により判断され、具体的かつ画一的

に基準を定めることが困難であるため、設定することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 （最終改正：令和２年４月１日） 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■建築基準法 

（ 建 築 設 備 へ の 準 用 ）  

第八十七条の四 政令で指定する昇降機その他の建築設備を第六条第一

項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける場合においては、同項

（第八十七条第一項において準用する場合を含む。）の規定による確認又

は第十八条第二項（第八十七条第一項において準用する場合を含む。）の

規定による通知を要する場合を除き、第六条（第三項、第五項及び第六

項を除く。）、第六条の二（第三項を除く。）、第六条の四（第一項第一号

及び第二号の建築物に係る部分に限る。）、第七条から第七条の四まで、

第七条の五（第六条の四第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に

限る。）、第七条の六、第十八条（第四項から第十三項まで及び第二十五

項を除く。）及び第八十九条から第九十条の三までの規定を準用する。こ

の場合において、第六条第四項中「同項第一号から第三号までに係るも

のにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第四号に係るも

のにあつてはその受理した日から七日以内に」とあるのは、「その受理し

た日から七日以内に」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：都市整備部建築課 №012 

処   分   名 建築設備の工事現場の危害防止に関わる使用禁止等の仮命令 

処 分 の 概 要  

建築物の建築、修繕、模様替又は、除却のための工事の施工者が危害

防止上しなければならない措置を講じなかった場合、工事の請負人若し

くは現場管理者等に対して使用禁止、使用制限その他必要な措置をとる

ことを命ずることができますが、緊急の必要がある場合（時宜を失して

しまうおそれがある場合）には、措置内容等を記載した通知書の事前の

交付、公開による意見聴取等の手続（建築基準法第 9 条第 2 項から第 6

項までに定める手続）を経ないで命令することができます。 

根拠法令等・条項 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 87 条の 4 

処 分 基 準  

命令する措置の内容は工事の内容により判断され、具体的かつ画一的

に基準を定めることが困難であるため、設定することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 （最終改正：令和２年４月１日） 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■建築基準法 

（ 建 築 設 備 へ の 準 用 ）  

第八十七条の四 政令で指定する昇降機その他の建築設備を第六条第一

項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける場合においては、同項

（第八十七条第一項において準用する場合を含む。）の規定による確認又

は第十八条第二項（第八十七条第一項において準用する場合を含む。）の

規定による通知を要する場合を除き、第六条（第三項、第五項及び第六

項を除く。）、第六条の二（第三項を除く。）、第六条の四（第一項第一号

及び第二号の建築物に係る部分に限る。）、第七条から第七条の四まで、

第七条の五（第六条の四第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に

限る。）、第七条の六、第十八条（第四項から第十三項まで及び第二十五

項を除く。）及び第八十九条から第九十条の三までの規定を準用する。こ

の場合において、第六条第四項中「同項第一号から第三号までに係るも

のにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第四号に係るも

のにあつてはその受理した日から七日以内に」とあるのは、「その受理し

た日から七日以内に」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：都市整備部建築課 №013 

処   分   名 建築設備の工事現場の危害防止に関わる緊急の施工停止等の命令 

処 分 の 概 要  

建築物の建築、修繕、模様替又は、除却のための工事の施工者が危害

防止上しなければならない措置を講じなかった場合、工事の請負人若し

くは現場管理者等に対して使用禁止、使用制限その他必要な措置をとる

ことを命ずることができますが、緊急の必要がある場合で、定める手続

きを経て工事の施工の停止を命じていたのでは、その実効性を確保でき

ないほどに時間的余裕がない場合に本項の規定の適用し命令することが

できます。 

根拠法令等・条項 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 87 条の 4 

処 分 基 準  

命令する措置の内容は工事の内容により判断され、具体的かつ画一的

に基準を定めることが困難であるため、設定することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 （最終改正：令和２年４月１日） 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■建築基準法 

（ 建 築 設 備 へ の 準 用 ）  

第八十七条の四 政令で指定する昇降機その他の建築設備を第六条第一

項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける場合においては、同項

（第八十七条第一項において準用する場合を含む。）の規定による確認又

は第十八条第二項（第八十七条第一項において準用する場合を含む。）の

規定による通知を要する場合を除き、第六条（第三項、第五項及び第六

項を除く。）、第六条の二（第三項を除く。）、第六条の四（第一項第一号

及び第二号の建築物に係る部分に限る。）、第七条から第七条の四まで、

第七条の五（第六条の四第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に

限る。）、第七条の六、第十八条（第四項から第十三項まで及び第二十五

項を除く。）及び第八十九条から第九十条の三までの規定を準用する。こ

の場合において、第六条第四項中「同項第一号から第三号までに係るも

のにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第四号に係るも

のにあつてはその受理した日から七日以内に」とあるのは、「その受理し

た日から七日以内に」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：都市整備部建築課 №014 

処   分   名 工事中の建築設備の使用に対する使用禁止等の命令 

処 分 の 概 要  

工事中の建築物を使用する場合に予想される災害を未然に防止するこ

とを目的としており、工事の施工中に使用されている特殊建築物等が著

しく安全上・防火上又は避難上支障があると認めるときは、当該建築物

の所有者等に対して使用禁止、使用制限その他必要な措置をとることを

命ずることができます。 

根拠法令等・条項 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 87 条の 4 

処 分 基 準  

命令する措置の内容は工事の内容により判断され、具体的かつ画一的

に基準を定めることが困難であるため、設定することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 （最終改正：令和２年４月１日） 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■建築基準法 

（ 建 築 設 備 へ の 準 用 ）  

第八十七条の四 政令で指定する昇降機その他の建築設備を第六条第一

項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける場合においては、同項

（第八十七条第一項において準用する場合を含む。）の規定による確認又

は第十八条第二項（第八十七条第一項において準用する場合を含む。）の

規定による通知を要する場合を除き、第六条（第三項、第五項及び第六

項を除く。）、第六条の二（第三項を除く。）、第六条の四（第一項第一号

及び第二号の建築物に係る部分に限る。）、第七条から第七条の四まで、

第七条の五（第六条の四第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に

限る。）、第七条の六、第十八条（第四項から第十三項まで及び第二十五

項を除く。）及び第八十九条から第九十条の三までの規定を準用する。こ

の場合において、第六条第四項中「同項第一号から第三号までに係るも

のにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第四号に係るも

のにあつてはその受理した日から七日以内に」とあるのは、「その受理し

た日から七日以内に」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：都市整備部建築課 №015 

処   分   名 工事中の建築設備の使用に対する緊急の使用禁止等の仮命令 

処 分 の 概 要  

工事中の建築物を使用する場合に予想される災害を未然に防止するこ

とを目的としており、工事の施工中に使用されている特殊建築物等が著

しく安全上・防火上又は避難上支障があると認めるときは、当該建築物

の所有者等に対して使用禁止、使用制限その他必要な措置をとることを

命ずることができますが、緊急の必要がある場合（時宜を失してしまう

おそれがある場合）には、措置内容等を記載した通知書の事前の交付、

公開による意見聴取等の手続（建築基準法第 9 条第 2 項から第 6 項まで

に定める手続）を経ないで命令することができます。 

根拠法令等・条項 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 87 条の 4 

処 分 基 準  

命令する措置の内容は工事の内容により判断され、具体的かつ画一的

に基準を定めることが困難であるため、設定することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 （最終改正：令和２年４月１日） 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■建築基準法 

（ 建 築 設 備 へ の 準 用 ）  

第八十七条の四 政令で指定する昇降機その他の建築設備を第六条第一

項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける場合においては、同項

（第八十七条第一項において準用する場合を含む。）の規定による確認又

は第十八条第二項（第八十七条第一項において準用する場合を含む。）の

規定による通知を要する場合を除き、第六条（第三項、第五項及び第六

項を除く。）、第六条の二（第三項を除く。）、第六条の四（第一項第一号

及び第二号の建築物に係る部分に限る。）、第七条から第七条の四まで、

第七条の五（第六条の四第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に

限る。）、第七条の六、第十八条（第四項から第十三項まで及び第二十五

項を除く。）及び第八十九条から第九十条の三までの規定を準用する。こ

の場合において、第六条第四項中「同項第一号から第三号までに係るも

のにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第四号に係るも

のにあつてはその受理した日から七日以内に」とあるのは、「その受理し

た日から七日以内に」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：都市整備部建築課 №016 

処   分   名 違反広告塔等に対する除却等の命令 

処 分 の 概 要  

建築物又は建築物の敷地が建築基準法令の規定又は建築基準法の規定

に基づく許可に付した条件に違反している場合、それに対する違反是正

のための措置です。 

命令の内容は、建築物に対しては工事の施工の停止、除却、移転、改築、

増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限等その違反の是正のために必

要な措置を講じさせることであり、建築物の敷地に対しては、工事の施

工の停止、使用制限、盛土の施工、排水施設の設置等その違反の是正の

ために必要な措置を講じさせることができます。 

根拠法令等・条項 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 88 条第 1 項 

処 分 基 準  

命令する措置の内容は工事の内容により判断され、具体的かつ画一的

に基準を定めることが困難であるため、設定することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 （最終改正：平成 27 年 6 月１日） 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■建築基準法 

（ 工 作 物 へ の 準 用 ）  

第八十八条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作

物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔そ

の他これらに類する工作物で政令で指定するもの（以下この項におい

て「昇降機等」という。）については、第三条、第六条（第三項、第五

項及び第六項までを除くものとし、第一項及び第四項は、昇降機等に

ついては第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他の

ものについては同項第四号の建築物に係る部分に限る。）、第六条の二

（第三項を除く。）、第六条の四（第一項第一号及び第二号の建築物に

係る部分に限る。）、第七条から第七条の四まで、第七条の五（第六条

の四第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。）、第八条か

ら第十一条まで、第十二条第五項（第三号を除く。）及び第六項から第

九項まで、第十三条、第十五条の二、第十八条（第四項から第十三項

まで及び第二十四項を除く。）、第二十条、第二十八条の二（同条各号

に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。）、第三十二

条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条（避雷設備及び昇降

機に係る部分に限る。）、第三十七条、第三十八条、第四十条、第三章

の二（第六十八条の二十第二項については、同項に規定する建築物以

外の認証型式部材等に係る部分に限る。）、第八十六条の七第一項（第

二十八条の二（第八十六条の七第一項の政令で定める基準に係る部分

に限る。）に係る部分に限る。）、第八十六条の七第二項（第二十条に係

る部分に限る。）、第八十六条の七第三項（第三十二条、第三十四条第

一項及び第三十六条（昇降機に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、

前条、次条並びに第九十条の規定を、昇降機等については、第七条の

六、第十二条第一項から第四項まで、第十二条の二、第十二条の三及

び第十八条第二十四項の規定を準用する。この場合において、第二十

条第一項中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準」と読み替え

るものとする。 

２ ～ ４  省 略  

 

 

 

 

 

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：都市整備部建築課 №017 

処   分   名 違反広告塔等に対する緊急の使用禁止等の仮命令 

処 分 の 概 要  

建築物又は建築物の敷地が建築基準法令の規定又は建築基準法の規定

に基づく許可に付した条件に違反している場合、それに対する違反是正

のための措置で、緊急の必要がある場合（時宜を失してしまうおそれが

ある場合）には、措置内容等を記載した通知書の事前の交付、公開によ

る意見聴取等の手続（建築基準法第 9 条第 2 項から第 6 項までに定める

手続）を経ないで命令することができます。 

根拠法令等・条項 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 88 条第 1 項 

処 分 基 準  

命令する措置の内容は工事の内容により判断され、具体的かつ画一的

に基準を定めることが困難であるため、設定することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 （最終改正：平成 27 年 6 月１日） 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■建築基準法 

（ 工 作 物 へ の 準 用 ）  

第八十八条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作

物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔そ

の他これらに類する工作物で政令で指定するもの（以下この項におい

て「昇降機等」という。）については、第三条、第六条（第三項、第五

項及び第六項までを除くものとし、第一項及び第四項は、昇降機等に

ついては第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他の

ものについては同項第四号の建築物に係る部分に限る。）、第六条の二

（第三項を除く。）、第六条の四（第一項第一号及び第二号の建築物に

係る部分に限る。）、第七条から第七条の四まで、第七条の五（第六条

の四第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。）、第八条か

ら第十一条まで、第十二条第五項（第三号を除く。）及び第六項から第

九項まで、第十三条、第十五条の二、第十八条（第四項から第十三項

まで及び第二十四項を除く。）、第二十条、第二十八条の二（同条各号

に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。）、第三十二

条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条（避雷設備及び昇降

機に係る部分に限る。）、第三十七条、第三十八条、第四十条、第三章

の二（第六十八条の二十第二項については、同項に規定する建築物以

外の認証型式部材等に係る部分に限る。）、第八十六条の七第一項（第

二十八条の二（第八十六条の七第一項の政令で定める基準に係る部分

に限る。）に係る部分に限る。）、第八十六条の七第二項（第二十条に係

る部分に限る。）、第八十六条の七第三項（第三十二条、第三十四条第

一項及び第三十六条（昇降機に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、

前条、次条並びに第九十条の規定を、昇降機等については、第七条の

六、第十二条第一項から第四項まで、第十二条の二、第十二条の三及

び第十八条第二十四項の規定を準用する。この場合において、第二十

条第一項中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準」と読み替え

るものとする。 

２ ～ ４  省 略  

 

 

 

 

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：都市整備部建築課 №018 

処   分   名 工事中の違反広告塔等に対する緊急の施工停止等の命令 

処 分 の 概 要  

建築物又は建築物の敷地が建築基準法令の規定又は建築基準法の規定

に基づく許可に付した条件に違反している場合、それに対する違反是正

のための措置で、緊急の必要がある場合で、定める手続きを経て工事の

施工の停止を命じていたのでは、その実効性を確保できないほどに時間

的余裕がない場合に本項の規定の適用し命令することができます。 

根拠法令等・条項 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 88 条第 1 項 

処 分 基 準  

命令する措置の内容は工事の内容により判断され、具体的かつ画一的

に基準を定めることが困難であるため、設定することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 （最終改正：平成 27 年 6 月１日） 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■建築基準法 

（ 工 作 物 へ の 準 用 ）  

第八十八条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作

物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔そ

の他これらに類する工作物で政令で指定するもの（以下この項におい

て「昇降機等」という。）については、第三条、第六条（第三項、第五

項及び第六項までを除くものとし、第一項及び第四項は、昇降機等に

ついては第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他の

ものについては同項第四号の建築物に係る部分に限る。）、第六条の二

（第三項を除く。）、第六条の四（第一項第一号及び第二号の建築物に

係る部分に限る。）、第七条から第七条の四まで、第七条の五（第六条

の四第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。）、第八条か

ら第十一条まで、第十二条第五項（第三号を除く。）及び第六項から第

九項まで、第十三条、第十五条の二、第十八条（第四項から第十三項

まで及び第二十四項を除く。）、第二十条、第二十八条の二（同条各号

に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。）、第三十二

条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条（避雷設備及び昇降

機に係る部分に限る。）、第三十七条、第三十八条、第四十条、第三章

の二（第六十八条の二十第二項については、同項に規定する建築物以

外の認証型式部材等に係る部分に限る。）、第八十六条の七第一項（第

二十八条の二（第八十六条の七第一項の政令で定める基準に係る部分

に限る。）に係る部分に限る。）、第八十六条の七第二項（第二十条に係

る部分に限る。）、第八十六条の七第三項（第三十二条、第三十四条第

一項及び第三十六条（昇降機に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、

前条、次条並びに第九十条の規定を、昇降機等については、第七条の

六、第十二条第一項から第四項まで、第十二条の二、第十二条の三及

び第十八条第二十四項の規定を準用する。この場合において、第二十

条第一項中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準」と読み替え

るものとする。 

２ ～ ４  省 略  

 

 

 

 

 

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：都市整備部建築課 №019 

処   分   名 保安上危険となる広告塔等に対する除却等の勧告 

処 分 の 概 要  

建築物の敷地、構造又は建築設備が、「そのまま放置すれば将来的に

著しく保安上危険又は衛生上有害となるおそれがあるもの」について、

これらの危険性や有害性を排除するために必要な措置を講ずることがで

きることを定めたものです。潜在的に危険や害の程度が高い既存不適格

建築物について、保安上・衛生上の危険や害の程度が「著しく」なる前

に特定行政庁が予防的に措置を行うための勧告です。 

根拠法令等・条項 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 88 条第 1 項 

処 分 基 準  

命令する措置の内容は工事の内容により判断され、具体的かつ画一的

に基準を定めることが困難であるため、設定することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 （最終改正：平成 27 年 6 月１日） 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■建築基準法 

（ 工 作 物 へ の 準 用 ）  

第八十八条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作

物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔そ

の他これらに類する工作物で政令で指定するもの（以下この項におい

て「昇降機等」という。）については、第三条、第六条（第三項、第五

項及び第六項までを除くものとし、第一項及び第四項は、昇降機等に

ついては第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他の

ものについては同項第四号の建築物に係る部分に限る。）、第六条の二

（第三項を除く。）、第六条の四（第一項第一号及び第二号の建築物に

係る部分に限る。）、第七条から第七条の四まで、第七条の五（第六条

の四第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。）、第八条か

ら第十一条まで、第十二条第五項（第三号を除く。）及び第六項から第

九項まで、第十三条、第十五条の二、第十八条（第四項から第十三項

まで及び第二十四項を除く。）、第二十条、第二十八条の二（同条各号

に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。）、第三十二

条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条（避雷設備及び昇降

機に係る部分に限る。）、第三十七条、第三十八条、第四十条、第三章

の二（第六十八条の二十第二項については、同項に規定する建築物以

外の認証型式部材等に係る部分に限る。）、第八十六条の七第一項（第

二十八条の二（第八十六条の七第一項の政令で定める基準に係る部分

に限る。）に係る部分に限る。）、第八十六条の七第二項（第二十条に係

る部分に限る。）、第八十六条の七第三項（第三十二条、第三十四条第

一項及び第三十六条（昇降機に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、

前条、次条並びに第九十条の規定を、昇降機等については、第七条の

六、第十二条第一項から第四項まで、第十二条の二、第十二条の三及

び第十八条第二十四項の規定を準用する。この場合において、第二十

条第一項中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準」と読み替え

るものとする。 

２ ～ ４  省 略  

 

 

 

 

 

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：都市整備部建築課 №020 

処   分   名 保安上危険となる広告塔等に対する勧告措置の命令 

処 分 の 概 要  

建築物の敷地、構造又は建築設備が、「そのまま放置すれば将来的に

著しく保安上危険又は衛生上有害となるおそれがあるもの」について、

これらの危険性や有害性を排除するために必要な措置を講ずることがで

きることを定めたものです。潜在的に危険や害の程度が高い既存不適格

建築物について、保安上・衛生上の危険や害の程度が「著しく」なる前

に特定行政庁が予防的に措置を行うための勧告を受けた建築物の所有者

等がなんらの措置もとらなかった場合に是正のための命令をするもので

す。 

根拠法令等・条項 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 88 条第 1 項 

処 分 基 準  

命令する措置の内容は工事の内容により判断され、具体的かつ画一的

に基準を定めることが困難であるため、設定することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 （最終改正：平成 27 年 6 月１日） 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■建築基準法 

（ 工 作 物 へ の 準 用 ）  

第八十八条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作

物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔そ

の他これらに類する工作物で政令で指定するもの（以下この項におい

て「昇降機等」という。）については、第三条、第六条（第三項、第五

項及び第六項までを除くものとし、第一項及び第四項は、昇降機等に

ついては第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他の

ものについては同項第四号の建築物に係る部分に限る。）、第六条の二

（第三項を除く。）、第六条の四（第一項第一号及び第二号の建築物に

係る部分に限る。）、第七条から第七条の四まで、第七条の五（第六条

の四第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。）、第八条か

ら第十一条まで、第十二条第五項（第三号を除く。）及び第六項から第

九項まで、第十三条、第十五条の二、第十八条（第四項から第十三項

まで及び第二十四項を除く。）、第二十条、第二十八条の二（同条各号

に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。）、第三十二

条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条（避雷設備及び昇降

機に係る部分に限る。）、第三十七条、第三十八条、第四十条、第三章

の二（第六十八条の二十第二項については、同項に規定する建築物以

外の認証型式部材等に係る部分に限る。）、第八十六条の七第一項（第

二十八条の二（第八十六条の七第一項の政令で定める基準に係る部分

に限る。）に係る部分に限る。）、第八十六条の七第二項（第二十条に係

る部分に限る。）、第八十六条の七第三項（第三十二条、第三十四条第

一項及び第三十六条（昇降機に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、

前条、次条並びに第九十条の規定を、昇降機等については、第七条の

六、第十二条第一項から第四項まで、第十二条の二、第十二条の三及

び第十八条第二十四項の規定を準用する。この場合において、第二十

条第一項中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準」と読み替え

るものとする。 

２ ～ ４  省 略  

 

 

 

 

 

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：都市整備部建築課 №021 

処   分   名 保安上危険な広告塔等に対する除却等の命令 

処 分 の 概 要  

建築物の敷地、構造又は建築設備が、「既に著しく保安上危険又は衛

生上有害となるおそれがあるもの」について、これらの危険性や有害性

を排除するために必要な措置を講ずることができることを定めたもので

す。実体上は法令が定まる技術的基準に適合しておらず危険や害の程度

が高い既存不適格建築物がそのまま放置されるおそれがあり、こうした

事態を防ぐために「著しく」危険や害のある状態に陥っている建築物を

対象とした命令です。 

根拠法令等・条項 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 88 条第 1 項 

処 分 基 準  

命令する措置の内容は、工事の内容により判断されるため、具体的か

つ画一的に基準を定めることが困難であるため示すことはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 （最終改正：平成 27 年 6 月１日） 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■建築基準法 

（ 工 作 物 へ の 準 用 ）  

第八十八条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作

物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔そ

の他これらに類する工作物で政令で指定するもの（以下この項におい

て「昇降機等」という。）については、第三条、第六条（第三項、第五

項及び第六項までを除くものとし、第一項及び第四項は、昇降機等に

ついては第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他の

ものについては同項第四号の建築物に係る部分に限る。）、第六条の二

（第三項を除く。）、第六条の四（第一項第一号及び第二号の建築物に

係る部分に限る。）、第七条から第七条の四まで、第七条の五（第六条

の四第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。）、第八条か

ら第十一条まで、第十二条第五項（第三号を除く。）及び第六項から第

九項まで、第十三条、第十五条の二、第十八条（第四項から第十三項

まで及び第二十四項を除く。）、第二十条、第二十八条の二（同条各号

に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。）、第三十二

条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条（避雷設備及び昇降

機に係る部分に限る。）、第三十七条、第三十八条、第四十条、第三章

の二（第六十八条の二十第二項については、同項に規定する建築物以

外の認証型式部材等に係る部分に限る。）、第八十六条の七第一項（第

二十八条の二（第八十六条の七第一項の政令で定める基準に係る部分

に限る。）に係る部分に限る。）、第八十六条の七第二項（第二十条に係

る部分に限る。）、第八十六条の七第三項（第三十二条、第三十四条第

一項及び第三十六条（昇降機に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、

前条、次条並びに第九十条の規定を、昇降機等については、第七条の

六、第十二条第一項から第四項まで、第十二条の二、第十二条の三及

び第十八条第二十四項の規定を準用する。この場合において、第二十

条第一項中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準」と読み替え

るものとする。 

２ ～ ４  省 略  

 

 

 

 

 

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：都市整備部建築課 №022 

処   分   名 集団規定に適合しない既存不適格広告塔等に対する除却等の命令 

処 分 の 概 要  

都市計画関係の規定の適用が除外されている既存不適格建築物に対す

る是正措置を定めたもので、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途が、

法第 3 条第 2 項の規定により法第 3 章の規定又は同章の規定に基づく命

令若しくは条例の規定（いわゆる「集団規定」）の適用を受けないが、法

令上はこれらの規定に違反するとは言えないものの、特定行政庁が公益

上著しく支障があると認める場合で、かつ、春日部市議会の同意を得た

場合、既存不適格建築物に対する除却等の命令ができるものです。 

根拠法令等・条項 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 88 条第 1 項 

処 分 基 準  

命令する措置の内容は工事の内容により判断され、具体的かつ画一的

に基準を定めることが困難であるため、設定することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 （最終改正：平成 27 年 6 月１日） 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■建築基準法 

（ 工 作 物 へ の 準 用 ）  

第八十八条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作

物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔そ

の他これらに類する工作物で政令で指定するもの（以下この項におい

て「昇降機等」という。）については、第三条、第六条（第三項、第五

項及び第六項までを除くものとし、第一項及び第四項は、昇降機等に

ついては第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他の

ものについては同項第四号の建築物に係る部分に限る。）、第六条の二

（第三項を除く。）、第六条の四（第一項第一号及び第二号の建築物に

係る部分に限る。）、第七条から第七条の四まで、第七条の五（第六条

の四第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。）、第八条か

ら第十一条まで、第十二条第五項（第三号を除く。）及び第六項から第

九項まで、第十三条、第十五条の二、第十八条（第四項から第十三項

まで及び第二十四項を除く。）、第二十条、第二十八条の二（同条各号

に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。）、第三十二

条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条（避雷設備及び昇降

機に係る部分に限る。）、第三十七条、第三十八条、第四十条、第三章

の二（第六十八条の二十第二項については、同項に規定する建築物以

外の認証型式部材等に係る部分に限る。）、第八十六条の七第一項（第

二十八条の二（第八十六条の七第一項の政令で定める基準に係る部分

に限る。）に係る部分に限る。）、第八十六条の七第二項（第二十条に係

る部分に限る。）、第八十六条の七第三項（第三十二条、第三十四条第

一項及び第三十六条（昇降機に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、

前条、次条並びに第九十条の規定を、昇降機等については、第七条の

六、第十二条第一項から第四項まで、第十二条の二、第十二条の三及

び第十八条第二十四項の規定を準用する。この場合において、第二十

条第一項中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準」と読み替え

るものとする。 

２ ～ ４  省 略  

 

 

 

 

 

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：都市整備部建築課 №023 

処   分   名 広告塔等の工事現場の危害防止に関わる除却等の命令 

処 分 の 概 要  

建築物の建築、修繕、模様替又は、除却のための工事の施工者が危害

防止上しなければならない措置を講じなかった場合、工事の請負人若し

くは現場管理者等に対して使用禁止、使用制限その他必要な措置をとる

ことを命ずることができます。 

命令の内容は、建築物に対しては工事の施工の停止、除却、移転、改築、

増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限等その違反の是正のために必

要な措置を講じさせることであり、建築物の敷地に対しては、工事の施

工の停止、使用制限、盛土の施工、排水施設の設置等その違反の是正の

ために必要な措置を講じさせることができます。 

根拠法令等・条項 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 88 条第 1 項 

処 分 基 準  

命令する措置の内容は工事の内容により判断され、具体的かつ画一的

に基準を定めることが困難であるため、設定することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 （最終改正：平成 27 年 6 月１日） 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■建築基準法 

（ 工 作 物 へ の 準 用 ）  

第八十八条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作

物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔そ

の他これらに類する工作物で政令で指定するもの（以下この項におい

て「昇降機等」という。）については、第三条、第六条（第三項、第五

項及び第六項までを除くものとし、第一項及び第四項は、昇降機等に

ついては第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他の

ものについては同項第四号の建築物に係る部分に限る。）、第六条の二

（第三項を除く。）、第六条の四（第一項第一号及び第二号の建築物に

係る部分に限る。）、第七条から第七条の四まで、第七条の五（第六条

の四第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。）、第八条か

ら第十一条まで、第十二条第五項（第三号を除く。）及び第六項から第

九項まで、第十三条、第十五条の二、第十八条（第四項から第十三項

まで及び第二十四項を除く。）、第二十条、第二十八条の二（同条各号

に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。）、第三十二

条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条（避雷設備及び昇降

機に係る部分に限る。）、第三十七条、第三十八条、第四十条、第三章

の二（第六十八条の二十第二項については、同項に規定する建築物以

外の認証型式部材等に係る部分に限る。）、第八十六条の七第一項（第

二十八条の二（第八十六条の七第一項の政令で定める基準に係る部分

に限る。）に係る部分に限る。）、第八十六条の七第二項（第二十条に係

る部分に限る。）、第八十六条の七第三項（第三十二条、第三十四条第

一項及び第三十六条（昇降機に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、

前条、次条並びに第九十条の規定を、昇降機等については、第七条の

六、第十二条第一項から第四項まで、第十二条の二、第十二条の三及

び第十八条第二十四項の規定を準用する。この場合において、第二十

条第一項中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準」と読み替え

るものとする。 

２ ～ ４  省 略  

 

 

 

 

 

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：都市整備部建築課 №024 

処   分   名 広告塔等の工事現場の危害防止に関わる緊急の使用禁止等の仮命令 

処 分 の 概 要  

建築物の建築、修繕、模様替又は、除却のための工事の施工者が危害

防止上しなければならない措置を講じなかった場合、工事の請負人若し

くは現場管理者等に対して使用禁止、使用制限その他必要な措置をとる

ことを命ずることができますが、緊急の必要がある場合（時宜を失して

しまうおそれがある場合）には、措置内容等を記載した通知書の事前の

交付、公開による意見聴取等の手続（建築基準法第 9 条第 2 項から第 6

項までに定める手続）を経ないで命令することができます。 

根拠法令等・条項 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 88 条第 1 項 

処 分 基 準  

命令する措置の内容は工事の内容により判断され、具体的かつ画一的

に基準を定めることが困難であるため、設定することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 （最終改正：平成 27 年 6 月１日） 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■建築基準法 

（ 工 作 物 へ の 準 用 ）  

第八十八条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作

物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔そ

の他これらに類する工作物で政令で指定するもの（以下この項におい

て「昇降機等」という。）については、第三条、第六条（第三項、第五

項及び第六項までを除くものとし、第一項及び第四項は、昇降機等に

ついては第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他の

ものについては同項第四号の建築物に係る部分に限る。）、第六条の二

（第三項を除く。）、第六条の四（第一項第一号及び第二号の建築物に

係る部分に限る。）、第七条から第七条の四まで、第七条の五（第六条

の四第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。）、第八条か

ら第十一条まで、第十二条第五項（第三号を除く。）及び第六項から第

九項まで、第十三条、第十五条の二、第十八条（第四項から第十三項

まで及び第二十四項を除く。）、第二十条、第二十八条の二（同条各号

に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。）、第三十二

条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条（避雷設備及び昇降

機に係る部分に限る。）、第三十七条、第三十八条、第四十条、第三章

の二（第六十八条の二十第二項については、同項に規定する建築物以

外の認証型式部材等に係る部分に限る。）、第八十六条の七第一項（第

二十八条の二（第八十六条の七第一項の政令で定める基準に係る部分

に限る。）に係る部分に限る。）、第八十六条の七第二項（第二十条に係

る部分に限る。）、第八十六条の七第三項（第三十二条、第三十四条第

一項及び第三十六条（昇降機に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、

前条、次条並びに第九十条の規定を、昇降機等については、第七条の

六、第十二条第一項から第四項まで、第十二条の二、第十二条の三及

び第十八条第二十四項の規定を準用する。この場合において、第二十

条第一項中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準」と読み替え

るものとする。 

２ ～ ４  省 略  

 

 

 

 

 

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：都市整備部建築課 №025 

処   分   名 広告塔等の工事現場の危害防止に関わる緊急の施工停止等の命令 

処 分 の 概 要  

建築物の建築、修繕、模様替又は、除却のための工事の施工者が危害

防止上しなければならない措置を講じなかった場合、工事の請負人若し

くは現場管理者等に対して使用禁止、使用制限その他必要な措置をとる

ことを命ずることができますが、緊急の必要がある場合で、定める手続

きを経て工事の施工の停止を命じていたのでは、その実効性を確保でき

ないほどに時間的余裕がない場合に本項の規定の適用し命令することが

できます。 

根拠法令等・条項 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 88 条第 1 項 

処 分 基 準  

命令する措置の内容は工事の内容により判断され、具体的かつ画一的

に基準を定めることが困難であるため、設定することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 （最終改正：平成 27 年 6 月１日） 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■建築基準法 

（ 工 作 物 へ の 準 用 ）  

第八十八条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作

物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔そ

の他これらに類する工作物で政令で指定するもの（以下この項におい

て「昇降機等」という。）については、第三条、第六条（第三項、第五

項及び第六項までを除くものとし、第一項及び第四項は、昇降機等に

ついては第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他の

ものについては同項第四号の建築物に係る部分に限る。）、第六条の二

（第三項を除く。）、第六条の四（第一項第一号及び第二号の建築物に

係る部分に限る。）、第七条から第七条の四まで、第七条の五（第六条

の四第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。）、第八条か

ら第十一条まで、第十二条第五項（第三号を除く。）及び第六項から第

九項まで、第十三条、第十五条の二、第十八条（第四項から第十三項

まで及び第二十四項を除く。）、第二十条、第二十八条の二（同条各号

に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。）、第三十二

条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条（避雷設備及び昇降

機に係る部分に限る。）、第三十七条、第三十八条、第四十条、第三章

の二（第六十八条の二十第二項については、同項に規定する建築物以

外の認証型式部材等に係る部分に限る。）、第八十六条の七第一項（第

二十八条の二（第八十六条の七第一項の政令で定める基準に係る部分

に限る。）に係る部分に限る。）、第八十六条の七第二項（第二十条に係

る部分に限る。）、第八十六条の七第三項（第三十二条、第三十四条第

一項及び第三十六条（昇降機に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、

前条、次条並びに第九十条の規定を、昇降機等については、第七条の

六、第十二条第一項から第四項まで、第十二条の二、第十二条の三及

び第十八条第二十四項の規定を準用する。この場合において、第二十

条第一項中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準」と読み替え

るものとする。 

２ ～ ４  省 略  

 

 

 

 

 

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：都市整備部建築課 №026 

処   分   名 工事中の広告塔等の使用に対する使用禁止等の命令 

処 分 の 概 要  

工事中の建築物を使用する場合に予想される災害を未然に防止するこ

とを目的としており、工事の施工中に使用されている特殊建築物等が著

しく安全上・防火上又は避難上支障があると認めるときは、当該建築物

の所有者等に対して使用禁止、使用制限その他必要な措置をとることを

命ずることができます。 

根拠法令等・条項 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 88 条第 1 項 

処 分 基 準  

命令する措置の内容は、工事の内容により判断されるため、具体的か

つ画一的に基準を定めることが困難であるため示すことはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 （最終改正：平成 27 年 6 月１日） 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■建築基準法 

（ 工 作 物 へ の 準 用 ）  

第八十八条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作

物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔そ

の他これらに類する工作物で政令で指定するもの（以下この項におい

て「昇降機等」という。）については、第三条、第六条（第三項、第五

項及び第六項までを除くものとし、第一項及び第四項は、昇降機等に

ついては第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他の

ものについては同項第四号の建築物に係る部分に限る。）、第六条の二

（第三項を除く。）、第六条の四（第一項第一号及び第二号の建築物に

係る部分に限る。）、第七条から第七条の四まで、第七条の五（第六条

の四第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。）、第八条か

ら第十一条まで、第十二条第五項（第三号を除く。）及び第六項から第

九項まで、第十三条、第十五条の二、第十八条（第四項から第十三項

まで及び第二十四項を除く。）、第二十条、第二十八条の二（同条各号

に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。）、第三十二

条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条（避雷設備及び昇降

機に係る部分に限る。）、第三十七条、第三十八条、第四十条、第三章

の二（第六十八条の二十第二項については、同項に規定する建築物以

外の認証型式部材等に係る部分に限る。）、第八十六条の七第一項（第

二十八条の二（第八十六条の七第一項の政令で定める基準に係る部分

に限る。）に係る部分に限る。）、第八十六条の七第二項（第二十条に係

る部分に限る。）、第八十六条の七第三項（第三十二条、第三十四条第

一項及び第三十六条（昇降機に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、

前条、次条並びに第九十条の規定を、昇降機等については、第七条の

六、第十二条第一項から第四項まで、第十二条の二、第十二条の三及

び第十八条第二十四項の規定を準用する。この場合において、第二十

条第一項中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準」と読み替え

るものとする。 

２ ～ ４  省 略  

 

 

 

 

 

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：都市整備部建築課 №027 

処   分   名 工事中の広告塔等の使用に対する緊急の使用禁止等の仮命令 

処 分 の 概 要  

工事中の建築物を使用する場合に予想される災害を未然に防止するこ

とを目的としており、工事の施工中に使用されている特殊建築物等が著

しく安全上・防火上又は避難上支障があると認めるときは、当該建築物

の所有者等に対して使用禁止、使用制限その他必要な措置をとることを

命ずることができますが、緊急の必要がある場合（時宜を失してしまう

おそれがある場合）には、措置内容等を記載した通知書の事前の交付、

公開による意見聴取等の手続（建築基準法第 9 条第 2 項から第 6 項まで

に定める手続）を経ないで命令することができます。 

根拠法令等・条項 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 88 条第 1 項 

処 分 基 準  

命令する措置の内容は工事の内容により判断され、具体的かつ画一的

に基準を定めることが困難であるため、設定することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 （最終改正：平成 27 年 6 月１日） 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■建築基準法 

（ 工 作 物 へ の 準 用 ）  

第八十八条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作

物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔そ

の他これらに類する工作物で政令で指定するもの（以下この項におい

て「昇降機等」という。）については、第三条、第六条（第三項、第五

項及び第六項までを除くものとし、第一項及び第四項は、昇降機等に

ついては第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他の

ものについては同項第四号の建築物に係る部分に限る。）、第六条の二

（第三項を除く。）、第六条の四（第一項第一号及び第二号の建築物に

係る部分に限る。）、第七条から第七条の四まで、第七条の五（第六条

の四第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。）、第八条か

ら第十一条まで、第十二条第五項（第三号を除く。）及び第六項から第

九項まで、第十三条、第十五条の二、第十八条（第四項から第十三項

まで及び第二十四項を除く。）、第二十条、第二十八条の二（同条各号

に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。）、第三十二

条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条（避雷設備及び昇降

機に係る部分に限る。）、第三十七条、第三十八条、第四十条、第三章

の二（第六十八条の二十第二項については、同項に規定する建築物以

外の認証型式部材等に係る部分に限る。）、第八十六条の七第一項（第

二十八条の二（第八十六条の七第一項の政令で定める基準に係る部分

に限る。）に係る部分に限る。）、第八十六条の七第二項（第二十条に係

る部分に限る。）、第八十六条の七第三項（第三十二条、第三十四条第

一項及び第三十六条（昇降機に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、

前条、次条並びに第九十条の規定を、昇降機等については、第七条の

六、第十二条第一項から第四項まで、第十二条の二、第十二条の三及

び第十八条第二十四項の規定を準用する。この場合において、第二十

条第一項中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準」と読み替え

るものとする。 

２ ～ ４  省 略  

 

 

 

 

 

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：都市整備部建築課 №028 

処   分   名 違反製造施設等に対する除却等の命令 

処 分 の 概 要  

建築物又は建築物の敷地が建築基準法令の規定又は建築基準法の規定

に基づく許可に付した条件に違反している場合、それに対する違反是正

のための措置です。 

命令の内容は、建築物に対しては工事の施工の停止、除却、移転、改

築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限等その違反の是正のため

に必要な措置を講じさせることであり、建築物の敷地に対しては、工事

の施工の停止、使用制限、盛土の施工、排水施設の設置等その違反の是

正のために必要な措置を講じさせることができます。 

根拠法令等・条項 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 88 条第 2 項 

処 分 基 準  

命令する措置の内容は、工事の内容により判断されるため、具体的か

つ画一的に基準を定めることが困難であるため示すことはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 （最終改正：平成 27 年 6 月１日） 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■建築基準法 

（ 工 作 物 へ の 準 用 ）  

第 八 十 八 条   

１  省 略  

２ 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令で指定するものに

ついては、第三条、第六条（第三項、第五項及び第六項を除くものと

し、第一項及び第四項は、第一項第一号から第三号までの建築物に係

る部分に限る。）、第六条の二（第三項を除く。）、第七条、第七条の二、

第七条の六から第九条の三まで、第十一条、第十二条第五項（第三号

を除く。）及び第六項から第九項まで、第十三条、第一五条の二、第十

八条（第四項から第十三項まで及び第十九項から第二十三項までを除

く。）、第四十八条から第五十一条まで、第六十条の二第三項、第六十

八条の二第一項及び第五項、第六十八条の三第六項から第九項まで、

第八十六条の七第一項（第四十八条第一項から第十三項まで及び第五

十一条に係る部分に限る。）、第八十七条第二項（第四十八条第一項か

ら第十三項まで、第四十九条から第五十一条まで、第六十条の二第三

項並びに第六十八条の二第一項及び第五項に係る部分に限る。）、第八

十七条第三項（第四十八条第一項から第十三項まで、第四十九条から

第五十一条まで及び第六十八条の二第一項に係る部分に限る。）、前条、

次条、第九十一条、第九十二条の二並びに第九十三条の二の規定を準

用する。この場合において、第六条第二項及び別表第二中「床面積の

合計」とあるのは「築造面積」と、第六十八条の二第一項中「敷地、

構造、建築設備又は用途」とあるのは「用途」と読み替えるものとす

る。 

３ ～ ４  省 略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：都市整備部建築課 №029 

処   分   名 違反製造施設等に対する緊急の使用禁止等の仮命令 

処 分 の 概 要  

建築物又は建築物の敷地が建築基準法令の規定又は建築基準法の規定

に基づく許可に付した条件に違反している場合、それに対する違反是正

のための措置で、緊急の必要がある場合（時宜を失してしまうおそれが

ある場合）には、措置内容等を記載した通知書の事前の交付、公開によ

る意見聴取等の手続（建築基準法第 9 条第 2 項から第 6 項までに定める

手続）を経ないで命令することができます。 

根拠法令等・条項 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 88 条第 2 項 

処 分 基 準  

命令する措置の内容は工事の内容により判断され、具体的かつ画一的

に基準を定めることが困難であるため、設定することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 （最終改正：平成 27 年 6 月１日） 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■建築基準法 

（ 工 作 物 へ の 準 用 ）  

第 八 十 八 条   

１  省 略  

２ 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令で指定するものに

ついては、第三条、第六条（第三項、第五項及び第六項を除くものと

し、第一項及び第四項は、第一項第一号から第三号までの建築物に係

る部分に限る。）、第六条の二（第三項を除く。）、第七条、第七条の二、

第七条の六から第九条の三まで、第十一条、第十二条第五項（第三号

を除く。）及び第六項から第九項まで、第十三条、第一五条の二、第十

八条（第四項から第十三項まで及び第十九項から第二十三項までを除

く。）、第四十八条から第五十一条まで、第六十条の二第三項、第六十

八条の二第一項及び第五項、第六十八条の三第六項から第九項まで、

第八十六条の七第一項（第四十八条第一項から第十三項まで及び第五

十一条に係る部分に限る。）、第八十七条第二項（第四十八条第一項か

ら第十三項まで、第四十九条から第五十一条まで、第六十条の二第三

項並びに第六十八条の二第一項及び第五項に係る部分に限る。）、第八

十七条第三項（第四十八条第一項から第十三項まで、第四十九条から

第五十一条まで及び第六十八条の二第一項に係る部分に限る。）、前条、

次条、第九十一条、第九十二条の二並びに第九十三条の二の規定を準

用する。この場合において、第六条第二項及び別表第二中「床面積の

合計」とあるのは「築造面積」と、第六十八条の二第一項中「敷地、

構造、建築設備又は用途」とあるのは「用途」と読み替えるものとす

る。 

３ ～ ４  省 略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：都市整備部建築課 №030 

処   分   名 工事中の違反製造施設等に対する緊急の施工停止等の命令 

処 分 の 概 要  

建築物又は建築物の敷地が建築基準法令の規定又は建築基準法の規定

に基づく許可に付した条件に違反している場合、それに対する違反是正

のための措置で、緊急の必要がある場合で、定める手続きを経て工事の

施工の停止を命じていたのでは、その実効性を確保できないほどに時間

的余裕がない場合に本項の規定の適用し命令することができます。 

根拠法令等・条項 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 88 条第 2 項 

処 分 基 準  

命令する措置の内容は工事の内容により判断され、具体的かつ画一的

に基準を定めることが困難であるため、設定することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 （最終改正：平成 27 年 6 月１日） 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■建築基準法 

（ 工 作 物 へ の 準 用 ）  

第 八 十 八 条   

１  省 略  

２ 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令で指定するものに

ついては、第三条、第六条（第三項、第五項及び第六項を除くものと

し、第一項及び第四項は、第一項第一号から第三号までの建築物に係

る部分に限る。）、第六条の二（第三項を除く。）、第七条、第七条の二、

第七条の六から第九条の三まで、第十一条、第十二条第五項（第三号

を除く。）及び第六項から第九項まで、第十三条、第一五条の二、第十

八条（第四項から第十三項まで及び第十九項から第二十三項までを除

く。）、第四十八条から第五十一条まで、第六十条の二第三項、第六十

八条の二第一項及び第五項、第六十八条の三第六項から第九項まで、

第八十六条の七第一項（第四十八条第一項から第十三項まで及び第五

十一条に係る部分に限る。）、第八十七条第二項（第四十八条第一項か

ら第十三項まで、第四十九条から第五十一条まで、第六十条の二第三

項並びに第六十八条の二第一項及び第五項に係る部分に限る。）、第八

十七条第三項（第四十八条第一項から第十三項まで、第四十九条から

第五十一条まで及び第六十八条の二第一項に係る部分に限る。）、前条、

次条、第九十一条、第九十二条の二並びに第九十三条の二の規定を準

用する。この場合において、第六条第二項及び別表第二中「床面積の

合計」とあるのは「築造面積」と、第六十八条の二第一項中「敷地、

構造、建築設備又は用途」とあるのは「用途」と読み替えるものとす

る。 

３ ～ ４  省 略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：都市整備部建築課 №031 

処   分   名 集団規定に適合しない既存不適格製造施設等に対する除却等の命令 

処 分 の 概 要  

都市計画関係の規定の適用が除外されている既存不適格建築物に対す

る是正措置を定めたもので、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途が、

法第 3 条第 2 項の規定により法第 3 章の規定又は同章の規定に基づく命

令若しくは条例の規定（いわゆる「集団規定」）の適用を受けないが、法

令上はこれらの規定に違反するとは言えないものの、特定行政庁が公益

上著しく支障があると認める場合で、かつ、春日部市議会の同意を得た

場合、既存不適格建築物に対する除却等の命令ができるものです。 

根拠法令等・条項 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 88 条第 2 項 

処 分 基 準  

命令する措置の内容は工事の内容により判断され、具体的かつ画一的

に基準を定めることが困難であるため、設定することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 （最終改正：平成 27 年 6 月１日） 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■建築基準法 

（ 工 作 物 へ の 準 用 ）  

第 八 十 八 条   

１  省 略  

２ 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令で指定するものに

ついては、第三条、第六条（第三項、第五項及び第六項を除くものと

し、第一項及び第四項は、第一項第一号から第三号までの建築物に係

る部分に限る。）、第六条の二（第三項を除く。）、第七条、第七条の二、

第七条の六から第九条の三まで、第十一条、第十二条第五項（第三号

を除く。）及び第六項から第九項まで、第十三条、第一五条の二、第十

八条（第四項から第十三項まで及び第十九項から第二十三項までを除

く。）、第四十八条から第五十一条まで、第六十条の二第三項、第六十

八条の二第一項及び第五項、第六十八条の三第六項から第九項まで、

第八十六条の七第一項（第四十八条第一項から第十三項まで及び第五

十一条に係る部分に限る。）、第八十七条第二項（第四十八条第一項か

ら第十三項まで、第四十九条から第五十一条まで、第六十条の二第三

項並びに第六十八条の二第一項及び第五項に係る部分に限る。）、第八

十七条第三項（第四十八条第一項から第十三項まで、第四十九条から

第五十一条まで及び第六十八条の二第一項に係る部分に限る。）、前条、

次条、第九十一条、第九十二条の二並びに第九十三条の二の規定を準

用する。この場合において、第六条第二項及び別表第二中「床面積の

合計」とあるのは「築造面積」と、第六十八条の二第一項中「敷地、

構造、建築設備又は用途」とあるのは「用途」と読み替えるものとす

る。 

３ ～ ４  省 略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：都市整備部建築課 №032 

処   分   名 製造施設等の工事現場の危害防止に関わる除却等の命令 

処 分 の 概 要  

建築物の建築、修繕、模様替又は、除却のための工事の施工者が危害

防止上しなければならない措置を講じなかった場合、工事の請負人若し

くは現場管理者等に対して使用禁止、使用制限その他必要な措置をとる

ことを命ずることができます。 

命令の内容は、建築物に対しては工事の施工の停止、除却、移転、改

築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限等その違反の是正のため

に必要な措置を講じさせることであり、建築物の敷地に対しては、工事

の施工の停止、使用制限、盛土の施工、排水施設の設置等その違反の是

正のために必要な措置を講じさせることができます。 

根拠法令等・条項 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 88 条第 2 項 

処 分 基 準  

命令する措置の内容は工事の内容により判断され、具体的かつ画一的

に基準を定めることが困難であるため、設定することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 （最終改正：平成 27 年 6 月１日） 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■建築基準法 

（ 工 作 物 へ の 準 用 ）  

第 八 十 八 条   

１  省 略  

２ 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令で指定するものに

ついては、第三条、第六条（第三項、第五項及び第六項を除くものと

し、第一項及び第四項は、第一項第一号から第三号までの建築物に係

る部分に限る。）、第六条の二（第三項を除く。）、第七条、第七条の二、

第七条の六から第九条の三まで、第十一条、第十二条第五項（第三号

を除く。）及び第六項から第九項まで、第十三条、第一五条の二、第十

八条（第四項から第十三項まで及び第十九項から第二十三項までを除

く。）、第四十八条から第五十一条まで、第六十条の二第三項、第六十

八条の二第一項及び第五項、第六十八条の三第六項から第九項まで、

第八十六条の七第一項（第四十八条第一項から第十三項まで及び第五

十一条に係る部分に限る。）、第八十七条第二項（第四十八条第一項か

ら第十三項まで、第四十九条から第五十一条まで、第六十条の二第三

項並びに第六十八条の二第一項及び第五項に係る部分に限る。）、第八

十七条第三項（第四十八条第一項から第十三項まで、第四十九条から

第五十一条まで及び第六十八条の二第一項に係る部分に限る。）、前条、

次条、第九十一条、第九十二条の二並びに第九十三条の二の規定を準

用する。この場合において、第六条第二項及び別表第二中「床面積の

合計」とあるのは「築造面積」と、第六十八条の二第一項中「敷地、

構造、建築設備又は用途」とあるのは「用途」と読み替えるものとす

る。 

３ ～ ４  省 略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：都市整備部建築課 №033 

処   分   名 製造施設等の工事現場の危険防止に関わる緊急の使用禁止等の仮命令 

処 分 の 概 要  

建築物の建築、修繕、模様替又は、除却のための工事の施工者が危害

防止上しなければならない措置を講じなかった場合、工事の請負人若し

くは現場管理者等に対して使用禁止、使用制限その他必要な措置をとる

ことを命ずることができますが、緊急の必要がある場合（時宜を失して

しまうおそれがある場合）には、措置内容等を記載した通知書の事前の

交付、公開による意見聴取等の手続（建築基準法第 9 条第 2 項から第 6

項までに定める手続）を経ないで命令することができます。 

根拠法令等・条項 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 88 条第 2 項 

処 分 基 準  

命令する措置の内容は工事の内容により判断され、具体的かつ画一的

に基準を定めることが困難であるため、設定することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 （最終改正：平成 27 年 6 月１日） 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■建築基準法 

（ 工 作 物 へ の 準 用 ）  

第 八 十 八 条   

１  省 略  

２ 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令で指定するものに

ついては、第三条、第六条（第三項、第五項及び第六項を除くものと

し、第一項及び第四項は、第一項第一号から第三号までの建築物に係

る部分に限る。）、第六条の二（第三項を除く。）、第七条、第七条の二、

第七条の六から第九条の三まで、第十一条、第十二条第五項（第三号

を除く。）及び第六項から第九項まで、第十三条、第一五条の二、第十

八条（第四項から第十三項まで及び第十九項から第二十三項までを除

く。）、第四十八条から第五十一条まで、第六十条の二第三項、第六十

八条の二第一項及び第五項、第六十八条の三第六項から第九項まで、

第八十六条の七第一項（第四十八条第一項から第十三項まで及び第五

十一条に係る部分に限る。）、第八十七条第二項（第四十八条第一項か

ら第十三項まで、第四十九条から第五十一条まで、第六十条の二第三

項並びに第六十八条の二第一項及び第五項に係る部分に限る。）、第八

十七条第三項（第四十八条第一項から第十三項まで、第四十九条から

第五十一条まで及び第六十八条の二第一項に係る部分に限る。）、前条、

次条、第九十一条、第九十二条の二並びに第九十三条の二の規定を準

用する。この場合において、第六条第二項及び別表第二中「床面積の

合計」とあるのは「築造面積」と、第六十八条の二第一項中「敷地、

構造、建築設備又は用途」とあるのは「用途」と読み替えるものとす

る。 

３ ～ ４  省 略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：都市整備部建築課 №034 

処   分   名 製造施設等の工事現場の危険防止に関わる緊急の施工停止等の命令 

処 分 の 概 要  

建築物の建築、修繕、模様替又は、除却のための工事の施工者が危害

防止上しなければならない措置を講じなかった場合、工事の請負人若し

くは現場管理者等に対して使用禁止、使用制限その他必要な措置をとる

ことを命ずることができますが、緊急の必要がある場合で、定める手続

きを経て工事の施工の停止を命じていたのでは、その実効性を確保でき

ないほどに時間的余裕がない場合に本項の規定の適用し命令することが

できます。 

根拠法令等・条項 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 88 条第 2 項 

処 分 基 準  

命令する措置の内容は工事の内容により判断され、具体的かつ画一的

に基準を定めることが困難であるため、設定することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 （最終改正：平成 27 年 6 月１日） 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■建築基準法 

（ 工 作 物 へ の 準 用 ）  

第 八 十 八 条   

１  省 略  

２ 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令で指定するものに

ついては、第三条、第六条（第三項、第五項及び第六項を除くものと

し、第一項及び第四項は、第一項第一号から第三号までの建築物に係

る部分に限る。）、第六条の二（第三項を除く。）、第七条、第七条の二、

第七条の六から第九条の三まで、第十一条、第十二条第五項（第三号

を除く。）及び第六項から第九項まで、第十三条、第一五条の二、第十

八条（第四項から第十三項まで及び第十九項から第二十三項までを除

く。）、第四十八条から第五十一条まで、第六十条の二第三項、第六十

八条の二第一項及び第五項、第六十八条の三第六項から第九項まで、

第八十六条の七第一項（第四十八条第一項から第十三項まで及び第五

十一条に係る部分に限る。）、第八十七条第二項（第四十八条第一項か

ら第十三項まで、第四十九条から第五十一条まで、第六十条の二第三

項並びに第六十八条の二第一項及び第五項に係る部分に限る。）、第八

十七条第三項（第四十八条第一項から第十三項まで、第四十九条から

第五十一条まで及び第六十八条の二第一項に係る部分に限る。）、前条、

次条、第九十一条、第九十二条の二並びに第九十三条の二の規定を準

用する。この場合において、第六条第二項及び別表第二中「床面積の

合計」とあるのは「築造面積」と、第六十八条の二第一項中「敷地、

構造、建築設備又は用途」とあるのは「用途」と読み替えるものとす

る。 

３ ～ ４  省 略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：都市整備部建築課 №035 

処   分   名 工事中の製造施設等の使用に対する使用禁止等の命令 

処 分 の 概 要  

工事中の建築物を使用する場合に予想される災害を未然に防止するこ

とを目的としており、工事の施工中に使用されている特殊建築物等が著

しく安全上・防火上又は避難上支障があると認めるときは、当該建築物

の所有者等に対して使用禁止、使用制限その他必要な措置をとることを

命ずることができます。 

根拠法令等・条項 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 88 条第 2 項 

処 分 基 準  

命令する措置の内容は、工事の内容により判断されるため、具体的か

つ画一的に基準を定めることが困難であるため示すことはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 （最終改正：平成 27 年 6 月１日） 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■建築基準法 

（ 工 作 物 へ の 準 用 ）  

第 八 十 八 条   

１  省 略  

２ 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令で指定するものに

ついては、第三条、第六条（第三項、第五項及び第六項を除くものと

し、第一項及び第四項は、第一項第一号から第三号までの建築物に係

る部分に限る。）、第六条の二（第三項を除く。）、第七条、第七条の二、

第七条の六から第九条の三まで、第十一条、第十二条第五項（第三号

を除く。）及び第六項から第九項まで、第十三条、第一五条の二、第十

八条（第四項から第十三項まで及び第十九項から第二十三項までを除

く。）、第四十八条から第五十一条まで、第六十条の二第三項、第六十

八条の二第一項及び第五項、第六十八条の三第六項から第九項まで、

第八十六条の七第一項（第四十八条第一項から第十三項まで及び第五

十一条に係る部分に限る。）、第八十七条第二項（第四十八条第一項か

ら第十三項まで、第四十九条から第五十一条まで、第六十条の二第三

項並びに第六十八条の二第一項及び第五項に係る部分に限る。）、第八

十七条第三項（第四十八条第一項から第十三項まで、第四十九条から

第五十一条まで及び第六十八条の二第一項に係る部分に限る。）、前条、

次条、第九十一条、第九十二条の二並びに第九十三条の二の規定を準

用する。この場合において、第六条第二項及び別表第二中「床面積の

合計」とあるのは「築造面積」と、第六十八条の二第一項中「敷地、

構造、建築設備又は用途」とあるのは「用途」と読み替えるものとす

る。 

３ ～ ４  省 略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：都市整備部建築課 №036 

処   分   名 工事中の製造施設等の使用に対する緊急の使用禁止等の仮命令 

処 分 の 概 要  

工事中の建築物を使用する場合に予想される災害を未然に防止するこ

とを目的としており、工事の施工中に使用されている特殊建築物等が著

しく安全上・防火上又は避難上支障があると認めるときは、当該建築物

の所有者等に対して使用禁止、使用制限その他必要な措置をとることを

命ずることができますが、緊急の必要がある場合（時宜を失してしまう

おそれがある場合）には、措置内容等を記載した通知書の事前の交付、

公開による意見聴取等の手続（建築基準法第 9 条第 2 項から第 6 項まで

に定める手続）を経ないで命令することができます。 

根拠法令等・条項 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 88 条第 2 項 

処 分 基 準  

命令する措置の内容は工事の内容により判断され、具体的かつ画一的

に基準を定めることが困難であるため、設定することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 （最終改正：平成 27 年 6 月１日） 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■建築基準法 

（ 工 作 物 へ の 準 用 ）  

第 八 十 八 条   

１  省 略  

２ 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令で指定するものに

ついては、第三条、第六条（第三項、第五項及び第六項を除くものと

し、第一項及び第四項は、第一項第一号から第三号までの建築物に係

る部分に限る。）、第六条の二（第三項を除く。）、第七条、第七条の二、

第七条の六から第九条の三まで、第十一条、第十二条第五項（第三号

を除く。）及び第六項から第九項まで、第十三条、第一五条の二、第十

八条（第四項から第十三項まで及び第十九項から第二十三項までを除

く。）、第四十八条から第五十一条まで、第六十条の二第三項、第六十

八条の二第一項及び第五項、第六十八条の三第六項から第九項まで、

第八十六条の七第一項（第四十八条第一項から第十三項まで及び第五

十一条に係る部分に限る。）、第八十七条第二項（第四十八条第一項か

ら第十三項まで、第四十九条から第五十一条まで、第六十条の二第三

項並びに第六十八条の二第一項及び第五項に係る部分に限る。）、第八

十七条第三項（第四十八条第一項から第十三項まで、第四十九条から

第五十一条まで及び第六十八条の二第一項に係る部分に限る。）、前条、

次条、第九十一条、第九十二条の二並びに第九十三条の二の規定を準

用する。この場合において、第六条第二項及び別表第二中「床面積の

合計」とあるのは「築造面積」と、第六十八条の二第一項中「敷地、

構造、建築設備又は用途」とあるのは「用途」と読み替えるものとす

る。 

３ ～ ４  省 略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


